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平成２３年１０月２１日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成１９年(ワ)第３０６０３号 不正競争行為差止等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２３年７月２９日 

判        決 

大阪市＜以下略＞ 

原   告                    株 式 会 社 ヤ マ ガ タ 

同訴訟代理人弁護士            辛 島  宏 

木 下  肇 

大 沼 容 之 

上 津 亮 次 

同訴訟復代理人弁護士          木 下 威 英 

東京都台東区＜以下略＞ 

被   告          有 限 会 社 セ キ シ ョ ウ 

東京都葛飾区＜以下略＞ 

被   告                    Ｙ１ 

東京都葛飾区＜以下略＞ 

被   告                    Ｙ２ 

埼玉県朝霞市＜以下略＞ 

被   告                    Ｙ３ 

東京都葛飾区＜以下略＞ 

被   告                    Ｙ４ 

東京都葛飾区＜以下略＞ 

被   告                    Ｙ５ 

東京都台東区＜以下略＞ 

被   告                    Ｙ６ 

東京都板橋区＜以下略＞ 
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被   告                    Ｙ７ 

東京都板橋区＜以下略＞ 

被   告                    株式会社コーヨー斉藤印刷 

被告ら訴訟代理人弁護士    江  上  千 惠 子 

主        文 

１ 被告Ｙ１は，原告に対し，２６８万０３４６円（ただし，３７万６３４６

円の限度で被告Ｙ３と，４３万９２８０円の限度で被告Ｙ４と各連帯して）

を支払え。 

２ 被告Ｙ３は，原告に対し，４２万１８２４円（ただし，３７万６３４６円

の限度で被告Ｙ１と連帯して）を支払え。 

３ 被告Ｙ４は，原告に対し，７５万２０２２円（ただし，４３万９２８０円

の限度で被告Ｙ１と連帯して）を支払え。 

４ 原告の被告Ｙ１，被告Ｙ３及び被告Ｙ４に対するその余の請求並びに被告

有限会社セキショウ，被告Ｙ２，被告Ｙ５，被告Ｙ６，被告Ｙ７及び被告株

式会社コーヨー斉藤印刷に対する請求をいずれも棄却する。 

５ 訴訟費用は，原告と被告Ｙ１との間においては，これを１００分し，その

１を被告Ｙ１の負担とし，その余は原告の負担とし，原告と被告Ｙ３との間

においては，これを２００分し，その１を被告Ｙ３の負担とし，その余は原

告の負担とし，原告と被告Ｙ４との間においては，これを２００分し，その

１を被告Ｙ４の負担とし，その余は原告の負担とし，原告とその余の被告ら

との間においては，これを全部原告の負担とする。 

６ この判決の第１項ないし第３項は，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 

第１  請求 

１ 被告らは，別紙取引先目録記載１～３４の取引先と紙製品の販売，印刷請負

及びこれに附帯する一切の事業をしてはならない。 
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２ 被告らは，原告に対し，各自１億４７８４万円を支払え。 

３ 被告Ｙ３は，原告に対し，１４４万９０９８円及びこれに対する平成１９年

７月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 被告Ｙ４は，原告に対し，３２２万６８７６円及びこれに対する平成１９年

７月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

１ 本件における原告の請求の要旨は，次のとおりである。 

(1) 第１の１の請求 

 原告のもと従業員であった被告Ｙ１（以下「被告Ｙ１」という。），被告

Ｙ３（以下「被告Ｙ３」という。），被告Ｙ４（以下「被告Ｙ４」という。），

被告Ｙ５（以下「被告Ｙ５」という。）及び被告Ｙ６（以下「被告Ｙ６」と

いう。）が，不正の利益を得る目的で，原告に在職中に原告から示された別

紙文書等目録記載１～１３の営業秘密を開示し（不正競争防止法２条１項７

号），被告ら（ただし，当該営業秘密を開示した被告を除く。）が不正開示

行為であることを知って上記営業秘密を取得し（同項８号），これを共同で

使用して別紙取引先目録記載１～３４の取引先と取引をした（同項７号，８

号）として，原告が，被告らに対し，不正競争防止法３条に基づき，上記各

取引先と紙製品の販売，印刷請負及びこれに附帯する一切の事業を行うこと

の差止めを求めている。 

(2) 第１の２の請求 

 原告は，被告らに対し，主位的には，上記(1)の不正競争による損害賠償請

求（不正競争防止法４条）として，予備的には，被告Ｙ１，被告Ｙ３，被告

Ｙ４，被告Ｙ５及び被告Ｙ６が原告に在職中の平成１６年頃，その余の被告

らと原告の顧客を奪取することを共謀し，これを実行に移して原告に損害を

与えたことが不法行為（民法７０９条，７１９条）に該当するとして，別紙

取引先目録記載１～３４の取引先に対する原告の売上利益減少額の損害賠償
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金合計１億６４３９万４３０１円のうち各自１億４７８４万円の支払を求め

ている。 

(3) 第１の３，４の請求 

 原告が被告Ｙ３及び被告Ｙ４に支払った退職一時金（被告Ｙ３につき１４

４万９０９８円，被告Ｙ４につき３２２万６８７６円）について，同被告ら

には懲戒解雇事由があり，支払済みの退職一時金が不当利得になるとして，

上記退職一時金額の不当利得金及びこれに対する平成１９年７月８日（被告

Ｙ３及び被告Ｙ４に対する各訴状送達後の日）から支払済みまで民法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払を求めている。 

２ 前提となる事実（証拠等を掲記した事実を除き，当事者間に争いがない。） 

(1) 当事者 

ア 原告は，紙類及び紙製品の加工，売買等を目的として昭和２６年８月２

１日に設立された株式会社（本店所在地は大阪市）であり，営業部の下に

１４支店及び２営業所を有している。（甲８４，乙７３，弁論の全趣旨） 

 原告は，平成１６年当時，別紙取引先目録記載１～３４の取引先と取引

をしていた。 

イ 被告Ｙ１は，平成２年４月に原告に入社し，大阪支店に配属されたが，

平成６年６月２１日，東京支店の開設に伴い東京支店勤務を命じられ，以

後，原告において，次のとおりの地位に就任した。（甲２２，乙５，１０，

１２～１７，７１，９８） 

 平成１１年９月２１日  品川支店次長 

 平成１３年３月２１日    品川支店支店長代理 

 平成１４年２月２１日  東京支店副支店長，品川支店長 

 平成１６年２月２１日  品川支店長 

 同 年  ９月２１日  営業部部付部長（東京駐在） 

 平成１８年１月２１日  東京支店長兼品川支店長 
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 被告Ｙ１は，平成１９年１月１５日付けで原告を懲戒解雇（その有効性

については争いがある。）され，同年２月１日，被告有限会社セキショウ

（以下「被告セキショウ」という。）に入社した。（乙４，７１） 

ウ 被告Ｙ２（以下「被告Ｙ２」という。）は，被告Ｙ１の妻であり，被告

セキショウの設立（平成１７年５月２３日）以後，平成２０年３月３１日

まで，被告セキショウの代表者（唯一の取締役）であった。（乙２３，９

２，１３３） 

エ 被告Ｙ３は，平成３年３月に原告（大阪支店）に入社し，平成８年９月

２１日に東京支店に異動となり，平成１６年２月２１日から同支店の次長

（当時は支店長が空席のため，同支店の実質的責任者）の地位にあったが，

同年１２月２０日，原告を退職した。 

 被告Ｙ３は，その後，被告セキショウを設立し，被告セキショウの従業

員として稼働していたが，平成２１年１０月頃，被告セキショウを退職し

た。（甲２０，２２，乙６０，８７，９５，被告Ｙ３本人） 

オ 被告Ｙ４は，昭和５６年３月，原告（名古屋支店）に入社し，平成１１

年３月２１日に東京支店に異動になったが，平成１７年３月３１日に原告

を退職した。 

 被告Ｙ４は，同年５月，被告セキショウに入社し，平成２０年４月１日，

被告セキショウの代表者（代表取締役）に就任した。（甲２１，２２，１

２２，乙６２，８９，１３３） 

カ 被告Ｙ５は，平成９年４月，原告（東京支店）に入社し，平成１６年８

月２１日に退職した後，平成１７年５月に被告セキショウに入社したが，

平成２１年８月３１日頃，被告セキショウを退職した。（甲２２，乙６１，

８８，９６，被告Ｙ５本人） 

キ 被告Ｙ６は，平成１３年３月，原告（東京支店）に入社し，平成１７年

２月２０日に原告を退職した後，被告セキショウに入社したが，平成１８
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年３月に被告セキショウを退職した。（甲２２，乙６３，９０，弁論の全

趣旨） 

ク 被告株式会社コーヨー斉藤印刷（以下「被告コーヨー斉藤印刷」という。）

は，紙製品の販売及び印刷請負を業とする株式会社であり，被告Ｙ７（以

下「被告Ｙ７」という。）は，被告コーヨー斉藤印刷の代表取締役である。 

ケ 被告セキショウは，各種封筒，チラシ，伝票類等の紙製品の企画，制作，

編集，発行及び製造，販売等を目的とし，被告Ｙ７が出資（資本金３００

万円）して，平成１７年５月２３日に設立された有限会社（平成１８年５

月１日以降は特例有限会社）である。（甲５５，乙２３，１３３） 

(2)ア 原告は，その事業に，別紙文書等目録記載１～１３の文書等（以下「本

件文書１」，「本件文書２」などと略称し，本件文書１～１３を一括して

「本件各文書」と総称する。）を使用している。 

イ 原告は，平成１７年９月３０日から適用される「秘密情報管理規定」に

おいて，次の①～⑥に定めるもので原告が指定したものを原告の「秘密情

報」とする旨定義している。（甲１４・３条１項） 

① 業務を遂行するに当たり，原告から提供された全ての情報 

② 原告の財務及び人事に関する情報 

③ 原告の取引先及び取引内容に関する情報 

④ 原告の顧客リスト等に関する情報 

⑤ 原告の商品・技術・サービス・ノウハウに関する事項 

⑥ その他，原告が特に指定する情報 

(3) 退職一時金の支払 

ア 原告は，平成１７年１月１２日，被告Ｙ３（平成１６年１２月２０日に

原告を退職）に対し，退職一時金として１４４万９０９８円を支払った。

（甲２０） 

イ 原告は，平成１７年４月４日，被告Ｙ４（平成１７年３月３１日に原告
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を退職）に対し，退職一時金として３２２万６８７６円を支払った。（甲

２１） 

(4) 原告の就業規則及び退職年金規約 

ア 原告の就業規則（大阪中央労働基準監督署平成１１年１１月２４日受付）

（以下「原告就業規則」という。）６４条（懲戒解雇）には，次の規定が

ある。（甲１８） 

「１項 

次の各号の一つに該当する場合には懲戒解雇に処す。 

(1)，(2) 省略 

(3) 社金を流用又は着服若しくは，不正の金品を受けて会社に不利益

を与えたとき。 

(4) 故意又は重大過失により事故を発生し会社に損害又は不利益を

与えたとき。 

(5) 会社の秘密を他に漏らしたとき。 

(6)～(9) 省略 

(10) 職権を利用した不正の金品その他を得たとき。 

(11)～(14) 省略 

(15) 就業規則に定められた規則ならびに諸規定，会社の指示，命令

に理由なく違反して，社内の秩序を乱したとき。 

(16) その他前各号に準ずる行為をしたとき。 

２項 

 前項情状配慮の余地があるときには，業務都合解雇又は自己都合退

職として取扱うことがある。」 

イ 原告の退職年金規約１２条（給付の停止）には，次の規定がある。（甲

１９の２，乙２） 

「 加入者が懲戒処分により解雇された場合には，退職年金および退職一
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時金の給付は行わない。ただし情状によって一部を支給することがある。

なお使用人兼務役員についても，これに準ずる。」 

３ 争点 

(1) 被告らによる不正競争の存否 

ア 本件各文書の営業秘密該当性 

イ 被告らは本件各文書を開示，取得して使用したか 

(2) 被告らによる不法行為の成否 

(3) 原告の損害 

(4) 被告Ｙ３及び被告Ｙ４は，原告に対し，退職一時金の返還をする義務を負

うか 

４ 争点に関する当事者の主張 

(1) 争点(1)（被告らによる不正競争の存否）について 

ア 本件各文書の営業秘密該当性 

(ｱ) 原告 

 本件各文書は，以下のとおり，いずれも不正競争防止法２条６項所定

の「営業秘密」に該当する。 

ａ 秘密管理性 

(a) 原告就業規則６４条１項(5)号は，「会社の秘密を他に漏らしたと

き」を懲戒解雇事由として規定しているところ，原告は，この「会

社の秘密」を明確にするため，「秘密情報管理規定」（甲１４）を

定め，秘密情報の保管（８条）や秘密保持義務（１２条）について

規定している。 

 本件文書１(1)の営業マニュアル（甲１，２４）の頭部には「極秘」，

「支店長限り」，「㊙」と記載され，取扱いには十分注意するよう

に明示されており，また，本件文書２(1)の「別注原価単価計算要領

（支店長用）」は支店長宛に部外漏洩を禁じており，これらの書面
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が秘密情報であることは十分に認識することができるようになって

いる。 

 本件文書１(2)アの営業マニュアル（甲３０）は，本件各文書につ

いて，「営業員が守るべき機密事項」として「就業規則第６４条（懲

戒解雇）(5)項における『会社の秘密』に該当するので，外部に漏ら

したり，資料を持ち出したりして業務外の目的に使用してはならな

い」と明記しており，また，本件文書１(2)イの営業マニュアル（甲

３１）にも，「営業文書管理規定」として，秘密文書類の範囲やそ

の管理方法について詳しい規定があり，秘密文書については，管理

責任者が責任をもって管理するように定めている。 

(b) 「秘密情報管理規定」（甲１４）は，平成１７年９月３０日から

適用されることになっており，それまでに原告を退職した被告Ｙ３，

被告Ｙ４，被告Ｙ５及び被告Ｙ６については適用されないが，就業

規則上の秘密保持義務の効力がなくなるわけではない。 

ｂ 有用性 

 原告は，封筒，名刺，葉書等の紙製品の製造，販売及び封筒類等の

印刷請負を業としている。 

 紙製品の販売や印刷請負の受注に際し，受注価格を決定するために

は，本件文書１（営業マニュアル），２（「別注原価／加工単価表」，

「別注原価単価計算要領」），４（別製原価明細集計表）が必要不可

欠であり，本件文書５（売掛金回収管理表），６（班別月間大口売上

実績一覧表），７（得意先元帳）は得意先として取引を続けていく適

否や顧客情報として欠かせないものであり，本件文書８（支店売上検

証），９（支店／粗利率（％）昇順）も，得意先情報として受注の可

否の判断に不可欠なものである。 

 また，本件文書３（別製原価計算書），１０（版下〈製版用〉フィ
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ルム），１１（指図票）は，いずれも原告のノウハウであり，本件文

書３（別製原価計算書）は受注する商品の原価計算を容易にするため

のもの，本件文書１０（版下〈製版用〉フィルム）は印刷請負のため

のもの，本件文書１１（指図票）は受注した商品や印刷のスムーズな

納品のためのものである。 

 本件文書１２（月間報告・計画書），１３（支店日誌入力表）は，

いずれも原告全体の営業活動に必要なものである。 

 したがって，本件各文書は，いずれも原告の業務遂行上有用なもの

である。 

ｃ 非公知性 

 本件各文書は，いずれも原告が長年の営業実績に基づいて作成した

ものであり，一般に開示されていない。 

 また，原告の営業活動を容易にするための本件文書３（別製原価計

算書）や印刷請負を迅速正確にするための本件文書１１（指図票）な

どは，原告の考案に係るノウハウの結晶であり，原告独自のものであ

る。 

 したがって，本件各文書は，第三者が全く知り得ないものである。 

(ｲ) 被告ら 

 本件各文書は，いずれも営業秘密として保護される情報ではない。 

ａ 秘密管理性 

 本件各文書は，以下のとおり，営業秘密であると客観的に認識でき

るような状態で管理されていなかった。 

 すなわち，本件文書１（営業マニュアル），２（「別注原価／加工

単価表」，「別注原価単価計算要領」）は，各営業社員が一部ずつ所

持し，各自机の上に放置していたもので，支店長しか所持できないと

いうのは事実と異なる。 
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 本件文書３（別製原価計算書）は，誰でも自由に閲覧することがで

きたものであり，本件文書４（別注原価明細集計表），５（売掛金回

収管理表），６（班別月間大口売上実績一覧表），７（得意先元帳）

も，事務員の机の上にファイルが立てて置いてあり，従業員なら誰で

も閲覧することができる状態にあった。 

 本件文書８（支店売上検証），９（支店／粗利率（％）昇順）は，

品川支店を東京支店に統合する際に作成された資料であるが，パソコ

ンで誰でも自由に閲覧することができた（閲覧するのにパスワードが

必要ではあったが，パソコンの画面上に分かりやすくパスワードが明

記されており，営業社員に限らず，誰でも閲覧可能であった。）。 

  本件文書１０（版下〈製版用〉フィルム）は，原告東京支店の倉庫

の入口付近に置いてあったもので，倉庫へは従業員や業者が自由に出

入りすることができたから，誰でも見ることができたものである（な

お，版下〈製版用〉フィルムの大部分は，原告の所有物ではなく，得

意先からの預かり物である。）。 

 本件文書１１（指図票）は，全部で６枚から成るが，このうち，①

センター業務控，②工場控，③工場作業票，④コンピュター（甲１１

の１～４）は工場に送付されてしまい，以後，支店には存在しない。

また，⑤営業店控，⑥営業控（甲１１の５，６）は控えとして残るが，

⑤については，事務員が支店内に積み上げて置いたままになっており，

⑥についても，各営業社員が机上のファイルに綴るだけで，誰でも閲

覧することができる状態であった。 

 本件文書１２（月間報告・計画書）は，営業社員が自己管理のため

に作成する資料であるが，誰でも自由に閲覧可能なもので，原告従業

員のほとんどが「秘密」などという認識を有していなかった。 

ｂ 有用性 



 - 12 - 

 本件文書１（営業マニュアル）は，東京における紙製品の市場価格

を基準とすると，単価が高すぎて全く使えないものであったし，本件

文書２（「別注原価／加工単価表」，「別注原価単価計算要領」）も，

東京市場における外注単価とは異なり，使い物にならなかった。 

 本件文書３（別製原価計算書）も有用性がないため，原告において

これを使用する営業社員はいなかった。 

 本件文書４（別注原価明細集計表），５（売掛金回収管理表）は，

所定事項について社長に報告した後は意味がなく，綴って倉庫に入れ

られてしまうものである。 

 本件文書６（班別月間大口売上実績一覧表）は，保存期間の定めが

なく，「用済後廃棄」とされているとおり，営業マンが各自廃棄する

ことがほとんどであった。 

 本件文書８（支店売上検証），９（支店／粗利率（％）昇順），１

２（月間報告・計画書）は，いずれも報告資料であり，被告らが利用

するメリットのない書類である。 

 本件文書１３（支店日誌入力表）は，一方通行の報告書であり，日

記程度の記載のものも多く，利用価値がない。 

ｃ 非公知性 

 取引においては，得意先から見積りの提出を要請されるのが通常で

あり，その際，加工明細を提出するように求められるので，業界関係

者であれば，かなりの程度原価計算が可能である。 

 また，本件文書３（別製原価計算書），１１（指図票）は，業界関

係者には常識であり，原告のノウハウなどといえるものではない。 

イ 被告らは本件各文書を開示，取得して使用したか 

(ｱ) 原告 

 被告Ｙ３，被告Ｙ４，被告Ｙ５及び被告Ｙ６が，原告の顧客から注文
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を受けるために本件営業秘密を被告Ｙ１から開示されたであろうことは

想像に難くない。そして，被告Ｙ１，被告Ｙ３，被告Ｙ４，被告Ｙ５及

び被告Ｙ６は，原告の顧客からの注文を被告セキショウに受けさせるた

め，本件営業秘密を他の被告らに開示し（不正競争防止法２条１項７号），

その余の被告らは，不正開示行為であることを知って上記営業秘密を取

得し（同項８号），これを被告らが共同で使用して（同項７号，８号），

原告の顧客（別紙取引先目録記載１～３４の取引先）から注文を受けて，

被告セキショウの事業（紙製品の販売，印刷請負及びこれに附帯する一

切の事業）を営んだ。 

(ｲ) 被告ら 

 否認する。 

 被告らが本件各文書を開示したり，これを取得して使用したりした事

実はない。 

(2) 争点(2)（被告らによる不法行為の成否）について 

ア 原告 

 被告らは，新会社（被告セキショウ）を設立して原告の顧客を奪取する

ため，被告Ｙ７が新会社設立の資金を提供し，被告Ｙ２が新会社の代表者

に就任し，被告Ｙ３，被告Ｙ４，被告Ｙ５及び被告Ｙ６がそれぞれ原告を

退職し，新会社に就職して営業活動を行い，原告に残留する被告Ｙ１と密

かに連携して原告の秘密情報を流出させ，これを利用して原告の顧客を奪

取するとともに，被告コーヨー斉藤印刷が原告から奪取した顧客の注文を

請け負うことを計画し，平成１６年８月以降，これを実行に移して，原告

の顧客（別紙取引先目録記載１～３４の取引先）を奪取した。 

 被告Ｙ１は，原告に対し，被告らによる顧客奪取の事実を隠蔽するため，

当該顧客について「倒産，廃業」，「他社の一括受注」，「在庫調整」等，

虚偽の説明をするとともに（甲１７，４７），隠蔽した事実の発覚を防ぐ



 - 14 - 

ため，原告東京支店長の地位を利用して，同支店営業担当者に対し，奪取

した顧客への営業活動は行わないように指示して，妨害工作を行った。 

 被告らの上記行為は，全体として，共謀による原告の顧客奪取の（共同）

不法行為（民法７０９条，７１９条）を構成する。 

イ 被告ら 

(ｱ) 不法行為の成立は否認する。被告らは，原告の顧客を奪取したことは

なく，そのための共謀も行ったことがない。 

 従業員が在職中にごく一般的に知ることができて習得した知識，ノウ

ハウ等は営業秘密に当たらないし，これを利用しても競業避止義務違反

にはならない。 

 被告Ｙ３，被告Ｙ４，被告Ｙ５及び被告Ｙ６が原告に在職中，原告の

就業規則に競業避止義務の規定はなく（原告の就業規則に競業避止義務

が規定されたのは，平成１８年６月３０日である。），同被告らが被告

セキショウで行った営業活動は，それまで顧客との間で培ってきた信頼

関係に基づき，顧客の自由な判断により注文を獲得したにすぎないもの

で，自由競争の範囲内のものとして全く問題がない。また，被告Ｙ１は，

原告に対し，部下からの報告をそのまま報告しただけで，虚偽の報告を

したことはないし，原告の営業担当者に対して顧客訪問を行わないよう

に指示したこともない。 

 そもそも労働者は職業選択の自由を有しており，重要な秘密の漏洩や

顧客の大量奪取等，特に悪質な競業行為について，例外的に不法行為の

成立が認められることがあるとしても，本件において，被告らはこのよ

うな悪質な行為をしておらず，不法行為の成立は認められない。 

(ｲ) 別紙取引先目録記載１～３４の取引先（以下，「本件取引先１」，「本

件取引先２」などと略称する。）と被告セキショウとの関係は，次のと

おりである。 
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① 本件取引先１について 

 被告Ｙ５は，原告を退職（平成１６年８月２１日）した後，被告セ

キショウの担当者として，挨拶を兼ねて本件取引先１に営業訪問した

ところ，たまたま本件取引先１は原告との取引を同業他社（株式会社

山櫻〈以下「山櫻」という。〉，ハート株式会社〈以下「ハート」と

いう。〉等）に変えようとしている最中であり，被告Ｙ５の熱心な営

業努力により被告セキショウが獲得したものである。 

② 本件取引先２について 

 原告にも本件取引先２に対する売上げがあり，被告セキショウが奪

取したものではないことが明らかである。 

 また，本件取引先２については，被告セキショウの担当者である被

告Ｙ３の営業努力により，被告セキショウの売上げが上がったもので，

自由競争の範囲内の営業活動の結果である。 

③ 本件取引先３について 

 原告は，本件取引先３との間で納期トラブルを起こし，その信用を

失った結果，平成１７年４月から売上げがなくなったもので，被告セ

キショウとは関係がない。 

 被告セキショウは，営業チャンスを生かし，被告セキショウの担当

者である被告Ｙ５の営業努力，既製封筒に印刷という付加価値を付け，

本件取引先３の各拠点に配送納品するという顧客サービス等をした結

果，本件取引先３からの注文を受けることになったものである。 

 被告Ｙ１が原告の営業担当者に対し，本件取引先３を訪問しなくて

もよいなどという指示を出したことはない。 

④ 本件取引先４について 

 被告Ｙ４が原告を退職（平成１７年３月３１日）した後，挨拶を兼

ねて本件取引先４を訪問し，少しずつ注文を取ったものである。 
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 本件取引先４の注文はメーカーでは対応できない案件が多く，引き

継いだ原告担当者が新入社員で商品知識に欠けていたことが，原告の

売上げ減少の原因である。 

⑤ 本件取引先５について 

  被告Ｙ５は，原告在籍当時，本件取引先５の担当者と面識があり，

原告を退職後に本件取引先５に営業活動を行ったところ，別製封筒の

注文が入ったことから，原告に迷惑が掛からないように，「Ｃ印刷」

という名称で受注した。 

 本件取引先５は，平成２１年に倒産したため，それ以後，被告セキ

ショウとの取引はない。 

⑥ 本件取引先６について 

  本件取引先６から被告Ｙ５に電話があり，被告Ｙ５が訪問して，平

成１７年３月中に受注に成功したもので，被告セキショウが独自の営

業努力で得たものである。 

 本件取引先６に販売した商品は，別製セロ窓封筒とカレンダー（甲

１５７の３）のみであり，既製品封筒メーカーである原告に作成でき

るものではなかった。 

⑦ 本件取引先７について 

 本件取引先７の被告セキショウに対する最初の発注は，同社が箱崎

から汐留に移転する際のダイレクトメール（ＤＭ）の作成であり，こ

れは，原告では受注できないもので，原告の売上げ減少とは全く関係

がない。 

 その後，被告Ｙ５が営業を続けた結果，原告が作成していた封筒と

は全く異なる種類の封筒の注文を受けることになったが，一時的なも

のにすぎなかった。すなわち，ソフトバンクグループ内では，その後，

インターネットによる入札が行われるようになり，被告セキショウの
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営業努力では安値競争には勝てず，他社が落札している。 

⑧ 本件取引先８について 

 本件取引先８は，もともと原告だけでなく，他の封筒メーカー（数

社），印刷業者などと取引しており，被告セキショウは，複数ある取

引業者の一つに加わったにすぎず，数社競合の中で，担当者の被告Ｙ

３が営業努力を積み重ねて成果を得たものである。 

 原告は，売上げは減少しているものの，本件取引先８との取引は継

続しており，原告の売上げ減少は，営業方針の誤り，営業努力の不足

等により，同業他社との競合に対応できなかったことが原因である。 

⑨ 本件取引先９について 

 被告Ｙ３が原告に在籍していた当時の本件取引先９に対する販売内

容は，封筒・名刺用紙であり，その大部分は製薬会社用であった。と

ころが，被告Ｙ３が原告を退職（平成１６年１２月２０日）した後，

本件取引先９と製薬会社の都合で定期的な大口封筒の取扱いがなくな

り，名刺用紙・小口印刷物のみの取引となって，本件取引先９の封筒

類取扱い数自体が減少した。 

 被告セキショウは，小口別注封筒の受注をしていたが，名刺用紙な

どは受注しておらず，平成１８年度の被告セキショウの本件取引先９

に対する年間売上げは約２９万円にすぎない。また，本件取引先９は，

原告と取引する以前から，別の封筒メーカー（山櫻）と取引しており，

原告と山櫻は競合していた。原告が主張する売上げ減少は，山櫻など

の同業他社との競合に対応できなかったこと，すなわち，原告の営業

方針の誤り，営業努力不足が原因である。 

⑩ 本件取引先１０について 

  被告Ｙ３が原告を退職（平成１６年１２月２０日）した後，被告セ

キショウの営業努力の結果，本件取引先１０が被告セキショウを選ん
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だもので，自由競争の範囲内での営業活動の結果であり，奪取ではな

い。 

 本件取引先１０は，イベント企画，ホームページ作成など広告企画

会社であり，被告セキショウは，印刷物のみならず「ＤＭ封入作業，

デザイン，データ作成」などの印刷物以外のサービス（原告が提供し

ていないサービス）も取り扱い，注文を獲得したもので，明らかに自

由競争の結果である。 

⑪ 本件取引先１１について 

 本件取引先１１は，原告と取引する以前から，別の封筒メーカー（山

櫻）と取引しており，原告と山櫻は競合していた。原告が主張する売

上げ減少は，山櫻などの同業他社との競合に対応できなかったこと（営

業方針の誤り，営業努力不足）が原因である。 

 本件取引先１１は，主に製薬会社の封筒を取り扱っていたが，製薬

会社の合併に伴い，定期的な大口封筒の取扱いがなくなり，小口印刷

物のみの取引となっため，封筒類の取扱い数自体が激減している。 

⑫ 本件取引先１２について 

 本件取引先１２は，ゴルフダイジェストを主な取引先とし，封筒の

ほかに，チラシ，パンフレット，冊子，ノベルティグッズなどを幅広

く取り扱っている。 

 原告では封筒の受注がほとんどであるのに対し，被告セキショウで

は，別注封筒のほかに，「チラシ，ＤＭ封入・封緘・投函作業，デザ

イン，データ作成」などの印刷物以外のサービス（原告が提供してい

ないサービス）も取り扱った結果，本件取引先１２がサービスで優れ

る被告セキショウを選択したもので，自由競争の範囲内である。 

⑬ 本件取引先１３について 

  本件取引先１３は，被告Ｙ４が原告の従業員当時に獲得した得意先
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である。販売主要商品は封筒の既製品であり，原告の同業他社である

山櫻やハートから入荷する比率が増加しただけで，原告の売上げ減少

は，営業努力不足が主因である。 

 原告は，平成１８年度の最終月まで本件取引先１３に対する売上げ

がある。 

⑭ 本件取引先１４について 

 本件取引先１４は，原告のほかに山櫻やハートという同業封筒メー

カーの口座があり，販売競争相手は被告セキショウだけではなかった。 

 被告セキショウの担当者（被告Ｙ４）が丁寧な営業努力をして本件

取引先１４からの注文を得たもので，自由競争の範囲内における営業

活動の結果である。 

⑮ 本件取引先１５について 

 本件取引先１５は，もともと原告の同業他社に当たる他の封筒メー

カーと取引しており，担当者のミスが原因で，一時，原告と取引をし

たが，その後，他のメーカー（同業他社）との取引が再開し，原告と

の取引がなくなったもので，被告セキショウが奪取したためではない。 

 被告セキショウと本件取引先１５との取引量も少なく，大部分の取

引は，他の封筒メーカーとの間のものである。 

⑯ 本件取引先１６～１８について 

 被告セキショウは，これらの取引先と取引した実績がない。 

⑰ 本件取引先１９について 

 本件取引先１９は，もともと売上高の少ない得意先であるが，原告

は，平成１８年にも売上げを計上しており，原告も被告セキショウも

自由競争の範囲内で営業活動をしているにすぎない。 

⑱ 本件取引先２０について 

 本件取引先２０は，製版業を主とした会社であり，封筒を扱うこと
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は少なく，原告の業務内容では取引できる案件がほとんどない。 

 これに対し，被告セキショウの受注内容は，「別製便箋」，「別製

カード」などであり，既製品は販売していない。 

⑲ 本件取引先２１について 

 被告セキショウは，本件取引先２１と取引した実績がない。 

⑳ 本件取引先２２について 

 被告セキショウは，本件取引先２２から数点の注文を受けたが，そ

の後，原告による業務妨害的な風説の流布により，被告セキショウと

の取引は中止となり，現在，本件取引先２２は，山櫻と取引している。 

 以上の経過をみても，自由競争の範囲内での営業活動の結果である

ことが明らかである。 

○21  本件取引先２３について 

 本件取引先２３は，被告セキショウの担当者（被告Ｙ４）の営業努

力により獲得した得意先であり，自由競争の範囲内である。 

○22  本件取引先２４について 

 本件取引先２４は，被告Ｙ４の営業努力により獲得した得意先であ

り，自由競争の範囲内である。 

 本件取引先２４に対する原告の販売品は，オリジナル商品がほとん

どであり，被告セキショウにおいて販売することができないものであ

る。他方，被告セキショウは，本件取引先２４から，印刷・デザイン

など付加価値を付けた案件を受注していたのであって，原告とは受注

商品が異なる。 

○23  本件取引先２５，２６について 

 被告セキショウは，これらの取引先と取引した実績がない。 

○24  本件取引先２７について 

 本件取引先２７は，被告Ｙ５がソフトバンク広報部の社員から紹介
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してもらい，営業活動を始めたところ，新しいロゴに対応できる業者

を探していたことから，被告セキショウが得意とする分野の商品とし

て，受注することができたものである。 

 これは，原告が販売している商品とは異なる商品であり，奪取には

当たらない。 

○25  本件取引先２８について 

 本件取引先２８は小口の得意先であり，「小口を切る」という原告

の営業方針が，原告の売上げ減少の原因である。 

○26  本件取引先２９について 

 被告セキショウは，本件取引先２９から，「Ｃ印刷」こと被告Ｙ５

を経由して一時的に受注したことがあるが，それ以後は，原告が受注

している。 

○27  本件取引先３０について 

  本件取引先３０は，被告Ｙ４の営業努力により，被告セキショウが

受注したもので（なお，本件取引先３０は，印刷業者ではなく，一般

企業なので，受注は非常に少ない。），自由競争の範囲内である。 

○28  本件取引先３１について 

 本件取引先３１は，封筒類の取扱いが少ないが，被告セキショウで

は，「チラシ，ＤＭ封入・封緘・投函作業，デザイン，データ作成」

など，封筒以外を取り扱っているので，本件取引先３１は，原告には

依頼することができなかった案件についても，被告セキショウに発注

することができるようになり，異なる業種として取引ができるように

なったものである。 

 被告セキショウは，メーカーから封筒などを仕入れて印刷・加工す

るため，取引先からすれば，原告のようなメーカーから直接仕入れる

場合より価格が高くなるが，それにもかかわらず被告セキショウが受
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注できるのは，営業努力とデザインやデータ作成等のサービスの付加

があるからである。 

○29  本件取引先３２，３３について 

 これらの取引先は，被告Ｙ４の営業努力により，被告セキショウが

受注したもので，自由競争の範囲内での営業活動である。 

○30  本件取引先３４について 

 原告は，平成１８年度においても，本件取引先３４に対し，毎月コ

ンスタントに売上げがあり，被告セキショウが本件取引先３４を奪取

した事実がないことは明らかである。 

(3) 争点(3)（原告の損害）について 

ア 原告 

 別紙取引先目録記載１～３４の取引先に対する原告の平成１６年度（平

成１６年３月２１日～平成１７年３月２０日）の売上げは，合計１億１３

５８万２８４２円であったが，被告らが原告の顧客を奪取した結果，上記

取引先に対する原告の平成１７年度以降の売上げは，次のとおり減少した。 

 平成１７年度  ４４７４万８５５９円 

 平成１８年度  ３８０２万２１５８円 

 平成１９年度  １６８６万５６０１円 

 平成２０年度  １１２９万３２３９円 

 平成２１年度  １１２９万３２３９円 

 平成２２年度  １１２９万３２３９円 

 上記取引先について，平成１６年度の原告の売上高（１億１３５８万２

８４２円）を基準とすると，平成１７年度～平成２２年度までの原告の売

上げの減少額は５億４７９８万１０１７円であり，また，原告の売上総利

益率は３０％以上であるから，原告の損害額は，上記売上減少額に３０％

を乗じた１億６４３９万４３０５円である。 



 - 23 - 

イ 被告ら 

 原告は，別紙取引先目録記載１～３４の取引先に対する平成１６年度の

売上額を基準として，上記取引先に対する平成１７年度以降の売上げの減

少が全て被告らの行為に起因すると主張しているが，原告の営業努力の不

足や封筒業界全体の売上げ減少要因（景気低迷による企業の経費節減のた

め，あるいはインターネットや携帯電話の普及のため，封筒の利用が大き

く減少してきている等の事情）を無視したものである。 

 原告は，経営判断の誤り等，被告らとは全く関係のない理由による売上

げ減少を全て被告らの責任に転嫁しているにすぎない。 

(4) 争点(4)（被告Ｙ３及び被告Ｙ４は，原告に対し，退職一時金の返還をする

義務を負うか）について 

ア 原告 

 被告Ｙ３及び被告Ｙ４が他の被告らと共謀して原告の顧客を奪取した行

為（共同不法行為）は，不正競争防止法違反罪や刑法の背任罪に該当する

犯罪行為であり，原告の就業規則６４条１項(3)～(5)，(10)，(15)，(16)

号に定める懲戒解雇事由に該当する。 

 原告は，被告Ｙ３及び被告Ｙ４の非違行為を知らず，同被告らに退職一

時金を支給したが，原告が同被告らの非違行為を事前に知っていれば，同

被告らは，いずれも上記非違行為により懲戒解雇され，退職一時金の支給

を受けられなかったことは明らかである。 

 被告Ｙ３及び被告Ｙ４は，上記非違行為を隠匿して原告を退職し，退職

一時金の支給を受ける地位にないにもかかわらず，それぞれ退職一時金の

支給を受け，原告に退職一時金相当額の損失を与え，これを不当に利得し

たものといわざるを得ない。 

 よって，被告Ｙ３及び被告Ｙ４は，原告に対し，不当利得として，その

受領した退職一時金を返還する義務を負う。 
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イ 被告Ｙ３及び被告Ｙ４ 

 被告Ｙ３及び被告Ｙ４に懲戒解雇事由はなく，被告Ｙ３及び被告Ｙ４が

受給した退職一時金を原告に返還する義務はない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（被告らによる不正競争の存否）について 

(1) 本件文書１０（版下〈製版用〉フィルム） 

 本件文書１０（甲１０）は，印刷のために作成された版下（製版用）フィ

ルムであり，原告が，下請業者である定谷紙業株式会社（以下「定谷紙業」

という。）やアベ紙工産業株式会社に預けていたものであるが，これら下請

業者との間で版下（製版用）フィルムについて秘密保持契約が締結されてい

たわけではなく，そもそも版下（製版用）フィルムは封筒の印刷に用いる版

下であり，その記載内容（文字，デザイン等）は，これを使用して印刷され

た封筒面上にそのまま表示され，印刷された封筒自体は封筒として使用され

るものである。したがって，封筒を使用した者及びこれを受領した者等は，

誰でもその記載内容を認識できるのであるから，本件文書１０が非公知の情

報であるということはできず，これを営業秘密と認めることはできない。 

 したがって，本件文書１０に係る不正競争を理由とする請求は，その余の

点について検討するまでもなく，理由がないことが明らかである。 

(2) 本件文書１～９，１１～１３ 

    原告は，被告Ｙ３，被告Ｙ４，被告Ｙ５及び被告Ｙ６が，原告の顧客から

注文を受けるために本件営業秘密を被告Ｙ１から開示されたであろうことは

想像に難くないと主張するが，被告Ｙ１が，いつ，どのようにしてこれらの

文書を他の被告らに開示したのかについて何ら主張，立証せず，かつ，被告

らが本件文書１～９，１１～１３を原告の営業以外に使用したことをうかが

わせる証拠も全くない。 

 したがって，被告らに，本件文書１～９，１１～１３について，不正開示
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行為，不正取得行為，不正使用行為のいずれも認めることができず，上記各

文書に係る不正競争を理由とする請求も，その余の点について判断するまで

もなく，理由がない。 

(3) 上記(1)，(2)のとおり，本件各文書に係る不正競争を理由とする原告の請

求は，いずれも理由がない。 

２ 争点(2)（被告らによる不法行為の成否）について 

(1) 証拠（甲１８，２２，甲４１の２，甲５５，６２，７０，９８，１１２，

１３８，乙４，２３，６０～６３，７１，８７～９２，９４～９６，９８，

１１９，乙１２７の１～３，乙１２８の１～３，乙１２９の１～３，乙１３

２，乙１３５の１，２，乙１３７，調査嘱託の結果，原告代表者，被告Ｙ１

本人，被告Ｙ３本人，被告Ｙ５本人）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実

を認めることができる。 

ア 被告Ｙ３は，平成１６年２月２１日から原告東京支店次長の地位（当時

は支店長の地位が空席であったため，実質的に同支店の最高責任者）にあ

ったが，原告の経営方針に疑問を持つようになったことから，同年１０月

中旬頃，退職願（退職日は同年１２月２０日）を提出し，同年１１月８日

から有給休暇を取得した上，その頃，十数年来の付き合いがある被告Ｙ１

（当時，原告営業部部付部長）に対し，今後，印刷全般の仕事をしていこ

うと考えていることなど，退職後の身の振り方について相談した。 

 被告Ｙ１は，上記のとおり，その当時，原告営業部部付部長（東京駐在）

の立場にあり，表立ったことはできなかったことから，被告Ｙ３に対し，

個人的に親しくしていた被告Ｙ７（原告の下請業者である被告コーヨー斉

藤印刷の代表取締役）を紹介した。被告Ｙ３は，被告Ｙ７と相談した結果，

被告Ｙ７の資金援助を受け，「セキショウ」（「＜省略＞」を音読みした

ものと認められる。）の屋号で印刷業を始めることとした。 

 また，被告Ｙ５は，平成１６年８月２０日に原告を退職した後，同年９
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月から別の印刷会社（トータルプリント豊工業株式会社）で稼働していた

が，同年１１月には同社も退職したことから，その頃，被告Ｙ３及び被告

Ｙ７と相談の上，被告Ｙ３とともに「セキショウ」の事業に加わることに

なった。 

 なお，原告においては，平成１８年６月３０日に就業規則が改正される

まで，退職した従業員に対し，原告との競業を禁止する旨の規定はなかっ

た。 

イ 被告Ｙ３は，「セキショウ」の事業を展開するに当たって金融機関に取

引口座を開設する必要に迫られたが，いまだ法人格を取得していない「セ

キショウ」名義での口座を作ることができず，また，被告Ｙ３個人も消費

者金融業者からの借入れがあり，自己の名義で口座を開設することができ

なかった。 

 そこで，被告Ｙ３は，「セキショウ ＜省略＞」名義の口座を開設する

こととし，平成１６年１１月中旬頃，被告Ｙ１にその旨の依頼をしたとこ

ろ，被告Ｙ１は，これを了承した。 

 被告Ｙ１は，平成１６年１１月２９日，被告Ｙ３と共に東京東信用金庫

入谷支店に赴き，「セキショウ ＜省略＞」名義の普通預金口座（口座番

号＜省略＞）を開設し，被告Ｙ５が用立てた現金１００万円を上記口座に

入金した。 

ウ この間，「セキショウ」は，原告の既存の取引先を含む顧客に営業活動

を行い，遅くとも平成１６年１１月２２日までに，一部の顧客から印刷請

負等の注文を受けた。 

エ 被告Ｙ６は，平成１７年２月２０日，原告を退職したが，その後，被告

Ｙ３や被告Ｙ５が「セキショウ」の屋号で印刷請負業を営んでいることを

知り，被告Ｙ３や被告Ｙ５とともに「セキショウ」の事業に加わった。 

 また，被告Ｙ４も，平成１７年３月３１日に原告を退職した後，被告Ｙ
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３から「セキショウ」の事業に参加することを誘われ，「セキショウ」の

事業に加わった。 

オ その後，被告Ｙ３，被告Ｙ５は，「セキショウ」を法人化することにし，

被告Ｙ７が資本金３００万円の全額を出資して，平成１７年５月２３日に

被告セキショウが設立された。 

 その際，被告Ｙ３は，被告Ｙ７からの要望を受けて，代表者（唯一の取

締役）を被告Ｙ２（被告Ｙ１の妻）としたが，被告Ｙ２は，その後も被告

セキショウの経営には全く関与せず（役員報酬等の支払も受けていない。），

被告Ｙ３が実質的な経営者として，被告セキショウの事業運営に当たった。 

カ 被告セキショウは，従前の「セキショウ」の事業を引き継ぎ，原告の取

引先を含む顧客に営業活動を行い，受注した仕事については，必要に応じ

て，被告コーヨー斉藤印刷等に下請に出すなどした。 

 被告セキショウの平成１７年度から平成１９年度までの売上高及び経常

利益は，次のとおりである。 

 平成１７年度（平成１７年５月２３日～平成１８年４月３０日） 

売 上 高  ８４３０万４１８６円 

経常利益   ５０１万６２７８円 

 平成１８年度（平成１８年５月１日～平成１９年４月３０日） 

売 上 高  ８６５５万６０９７円 

経常利益  ▲１６７万８６３５円 

 平成１９年度（平成１９年５月１日～平成２０年４月３０日） 

売 上 高  ８０７６万４８３１円 

経常利益 ▲１３４４万２１１０円 

キ 原告は，平成１６年当時，本件取引先１～３４と取引をしていたが，平

成１７年以降，本件取引先１～３４に対する売上高は減少し，又は，取引

そのものが中止となった。 
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ク 被告Ｙ１は，平成１８年１２月２２日まで原告（東京支店）に出勤した

が，平成１９年１月１５日付けで原告を懲戒解雇（その有効性については

争いがある。）され，同年２月１日，被告セキショウに入社した。 

(2) 上記認定事実によれば，被告らは，被告Ｙ７が出資して被告セキショウを

設立し，被告Ｙ２がその代表者に就任すること，被告Ｙ３，被告Ｙ４，被告

Ｙ５及び被告Ｙ６が被告セキショウのために営業活動を行い，受注した仕事

の内容上，必要があれば，被告コーヨー斉藤印刷に下請に出すことなどにつ

いて，共通の認識を有していたことが認められる。 

 原告は，これに加え，被告らにおいて，原告の顧客を奪取するための共謀

をしていたと主張するが，被告セキショウが営業活動を行ったのは原告の顧

客に限られず，むしろ，被告セキショウが獲得した取引先のうち，原告の顧

客であったものの割合は半分にも満たないこと（乙９５，９６），被告らは

競合会社の商号に「セキショウ」，取引口座の名義に「セキショウ ＜省略

＞」という名称を用いているほか，上記のとおり，被告セキショウの代表者

に被告Ｙ１の妻（被告Ｙ２）を就任させるなど，被告Ｙ１の関与を隠匿する

ような挙動には出ていないことなどの事情を併せ考慮すれば，被告らが上記

の認識を超えて，原告の顧客を奪取することを共謀していた事実まで認める

ことは困難であり，原告の上記主張は採用し難い。 

 そして，一般に従業員は，その在職中，就業規則等の規定ないし信義則上

の義務に基づき，雇用主に対する競業避止義務を負うことは当然であるが，

その退職後においては当然に競業避止義務を負うものではなく，他面におい

て職業選択の自由（憲法２２条１項）を有するのであるから，従前の取引先

の営業担当であったことに基づく人的関係等を利用するなどして競業行為を

しただけでは，従前の雇用主に対する関係で不法行為を構成するものではな

く，これが不法行為に該当するのは，更に進んで，従前の雇用主の営業秘密

に係る情報を用いるとか，その信用をおとしめる等の不当な方法で営業活動
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を行うなど，それが社会通念上自由競争の範囲を逸脱するような行為態様に

より従前の顧客等を奪取したとみられるような場合に限られるものと解する

のが相当である（最高裁平成２２年３月２５日第一小法廷判決・民集６４巻

２号５６２頁参照）。 

 したがって，本件においても，「セキショウ」ないし被告セキショウ（被

告セキショウは会社設立以前の「セキショウ」の事業をそのまま引き継いで

いることから，以下，会社設立前の「セキショウ」と被告セキショウを特に

区別せずに「被告セキショウ」ということがある。）が原告の顧客と取引を

行ったからといって，それが直ちに原告に対する関係で不法行為を構成する

ものではなく，被告らの行った競業行為が不法行為に該当するか否かは，被

告セキショウと本件取引先１～３４（原告の既存の取引先）との取引につい

て，個別に検討する必要がある。 

(3) そこで，以下，被告セキショウと本件取引先１～３４（原告の既存の取引

先）との間の取引の存否，態様等について検討する。 

ア 本件取引先１６，１７，２３，２５，２６については，被告セキショウ

との取引実績がなく（調査嘱託の結果），被告セキショウがこれらの取引

先を違法に奪取したということはできない。 

 また，本件取引先２１についても，本件全証拠を検討しても被告セキシ

ョウと取引をしていた事実を認めることができない。 

イ 本件取引先１，２，４，６～１１，１３～１５，１８～２０，２４，２

７，３０～３４については，被告セキショウとの取引があったことが認め

られるが（甲９８，９９，調査嘱託の結果，弁論の全趣旨），このうち，

本件取引先２，４，６，８～１１，１３～１５，２４，３０～３４につい

ては，被告セキショウとの取引を開始するに当たり，原告の利益を害する

ような事実がなかったという趣旨の調査結果（乙３１，３５～３７，４１

～４３，４５～４８，５３～５７，乙１００の１）が得られている上，そ



 - 30 - 

の他の取引先についても，被告セキショウの営業担当者が原告の営業秘密

情報を用いるとか，原告の信用をおとしめる等の不当な方法で営業活動を

行うなど，社会通念上自由競争の範囲を逸脱するような行為態様による営

業活動を行ったことを認めるに足りる証拠はない（本件取引先１８につい

て，被告Ｙ１が原告に紹介された顧客を被告セキショウに奪取させた可能

性を指摘する，同取引先担当者作成に係る電子メール〈甲１３０〉が存在

するが，文字どおり「可能性」を述べたもので，推測の域を出ず，結局の

ところ詳細は分からないということであるから，上記の結論を左右するも

のではない。）。 

 したがって，被告セキショウが上記各取引先と取引をしたことについて，

原告に対する関係で不法行為を認めることはできない。 

ウ 本件取引先３について，証拠（甲６６の１，２，甲７０，９８，１０１）

によれば，被告セキショウは，平成１７年３月頃から本件取引先３と取引

を開始しているところ，その際の担当者に被告Ｙ５のほか被告Ｙ１（当時，

原告営業部部付部長）も含まれていること，被告セキショウは，同年９月

頃には，本件取引先３から印刷，製袋等を請け負い，同年９月１２日，原

告の取引先（下請）でもある定谷紙業に下請に出しているところ，定谷紙

業に対する作業加工伝票には「Ｙ１」の印鑑が押捺されていること，定谷

紙業が下請をするに際し，もともと原告から預かっていた版下（製版用）

フィルムが被告セキショウのために流用されていること，以上の事実が認

められる。 

 これに加え，被告Ｙ１は，原告における本件取引先３の担当者に対し，

本件取引先３に対する営業は不要である旨の指示を出していたこと（甲６

９）も併せ考慮すると，被告Ｙ１は，原告の従業員として負う競業避止義

務に違反して，被告セキショウに本件取引先３との取引をさせたもので，

社会通念上自由競争の範囲を逸脱するものというべきであるから，原告に
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対する不法行為を構成する。 

エ 本件取引先５について，証拠（甲４４の１，２）によれば，被告Ｙ４は，

原告に在職中の平成１７年３月２８日，それまで本件取引先５から直接取

引を受注していたにもかかわらず，その中間に「Ｃ印刷」こと被告Ｙ５が

介在するように取引形態を変更させたこと，被告Ｙ１は，原告営業部部付

部長（東京駐在）として，この取引を承認したこと，以上の事実が認めら

れる。 

 被告Ｙ４及び被告Ｙ１による上記行為は，原告が得るべき利益の一部を

「Ｃ印刷」こと被告Ｙ５に取得させるものであり，原告に不利益を与えた

もので，社会通念上自由競争の範囲を逸脱するものというべきであるから，

原告に対する（共同）不法行為を構成する。 

オ 本件取引先１２について，証拠（甲３８，甲３９の１，２，甲４０，甲

４１の２，甲５４，７０，９８，１１２）によれば，被告セキショウは，

平成１６年１１月頃から本件取引先１２と取引をしており，同月２２日に

は，被告Ｙ１の要請により，定谷紙業に下請に出されていること，定谷紙

業においては，その下請に際し，もともと原告から預かっていた版下（製

版用）フィルムが流用されていること，被告Ｙ３は，原告に在職中の平成

１６年１２月８日，被告セキショウのために，本件取引先１２から角２封

筒１万枚を受注し，これを定谷紙業に下請に出したこと，被告Ｙ１は，原

告における本件取引先１２の担当者に対し，本件取引先１２に対する営業

は不要である旨の指示を出していたこと，以上の事実が認められる。 

 上記認定事実によれば，被告Ｙ１及び被告Ｙ３の上記行為は，いずれも

原告に在職中にされたものであるから，原告の従業員として負う競業避止

義務に違反するもので，社会通念上自由競争の範囲を逸脱するものという

べきであり，原告に対する（共同）不法行為を構成する。 

カ 本件取引先２２について，証拠（甲３６，３７，９８）によれば，被告
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Ｙ４は，原告に在職中の平成１７年３月頃，被告セキショウのために，本

件取引先２２から「別製長３窓付封筒 ３色刷・アドヘヤ加工」２０００

枚の受注をしたことが認められる。 

 これは，原告の従業員である被告Ｙ４が，原告に帰すべき利益を被告セ

キショウに取得させたもので，社会通念上自由競争の範囲を逸脱するもの

というべきであるから，原告に対する不法行為を構成する。 

キ 本件取引先２８について，証拠（甲９８，甲１４４の２，調査嘱託の結

果）によれば，被告Ｙ３は，原告に在職中の平成１６年１２月１７日，被

告セキショウのために本件取引先２８と取引をしたことが認められる。 

 これは，原告の従業員である被告Ｙ３が，原告に帰すべき利益を被告セ

キショウに取得させたもので，社会通念上自由競争の範囲を逸脱するもの

というべきであるから，原告に対する不法行為を構成する。 

ク 本件取引先２９について，証拠（甲９８，１１２）によれば，被告Ｙ１

は，原告に在職中の平成１７年４月１１日，それまで本件取引先２９から

直接商品を受注していたにもかかわらず，その中間に「Ｃ印刷」こと被告

Ｙ５を介在させるように取引形態を変更させたこと，その結果，本件取引

先２９との取引により原告が取得すべき利益を減少させたこと，以上の事

実が認められる。 

 これは，原告の従業員（当時，原告営業部部付部長）である被告Ｙ１が，

原告が得るべき利益の一部を「Ｃ印刷」こと被告Ｙ５に取得させたもので

あり，原告に不利益を与えたもので，社会通念上自由競争の範囲を逸脱す

るものというべきであるから，原告に対する不法行為を構成する。 

(4) 小括 

 上記(3)のとおり，①被告セキショウと本件取引先３との取引については被

告Ｙ１が，②被告セキショウと本件取引先５との取引については被告Ｙ１及

び被告Ｙ４が，③被告セキショウと本件取引先１２との取引については被告
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Ｙ１及び被告Ｙ３が，④被告セキショウと本件取引先２２との取引について

は被告Ｙ４が，⑤被告セキショウと本件取引先２８との取引については被告

Ｙ３が，⑥被告セキショウと本件取引先２９との取引については被告Ｙ１が，

それぞれ原告に対し，不法行為責任を負う。 

３ 争点(3)（原告の損害）について 

(1) 上記２のとおり，本件取引先３，５，１２，２２，２８，２９は，もとも

と原告の取引先であったにもかかわらず，原告はこれを違法に奪われたこと

になるところ，証拠（甲１５１，甲１５４の１～７，甲１５６の１～１２，

甲１６４の１～１２，甲１７３の１～１２，甲１８０の１～５，甲１８１の

１～１２，甲２２１，２２６，２３３，２５８，甲２６２の１～１２，甲２

７３の１～１２）によれば，上記各取引先に対する原告の平成１６年度（原

告が上記各取引先を奪取される前）及び平成１７年度（原告が上記各取引先

を奪取された後）の売上高は，次のとおりであると認められる。 

 平成１６年 平成１７年 減少額 

本件取引先３ \3,738,210 \0 \3,738,210 

本件取引先５ \1,757,122 \0 \1,757,122 

本件取引先１２ \3,128,976 \1,623,591 \1,505,385 

本件取引先２２ \1,250,970 \0 \1,250,970 

本件取引先２８ \181,912 \0 \181,912 

本件取引先２９ \4,734,240 \1,013,565 \3,720,675 

合計 \14,791,430 \2,637,156 \12,154,274 

 

(2) 原告は，上記各取引先に対する平成１８年度以降の売上げの減少について

も原告の損害であると主張するが，被告Ｙ１，被告Ｙ３及び被告Ｙ４の不法

行為に該当する行為は，前記２(3)のとおり同被告らが原告在職中の行為であ

り，原告の従業員である立場を利用したものであるが，被告Ｙ３は平成１６
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年１２月２０日に，被告Ｙ４は平成１７年３月３１日に原告を退職しており，

また，被告Ｙ１の行為はいずれも平成１６年から平成１７年の取引に関する

ものであること，被告らの上記行為の内容に照らすと原告の営業に与える影

響が長期にわたるものとは認め難いこと等を考慮すれば，平成１８年度以降

の原告の売上げの減少については，同被告らの上記不法行為との相当因果関

係を認めることは困難である。したがって，損害の公平な分配という観点か

らすれば，上記２で認定した不法行為と相当因果関係の認められる損害は，

平成１７年度（１年間）における売上げの減少に限られるというべきである。 

 そして，証拠（乙７１，１１３）によれば，原告の利益率は約２５％と認

められるから，原告の損害は，上記売上減少額の２５％として，本件取引先

３については９３万４５５２円，本件取引先５については４３万９２８０円，

本件取引先１２については３７万６３４６円，本件取引先２２については３

１万２７４２円，本件取引先２８については４万５４７８円，本件取引先２

９については９３万０１６８円と認められる。 

４ 争点(4)（被告Ｙ３及び被告Ｙ４は，原告に対し，退職一時金の返還をする義

務を負うか）について 

(1) 前記第２の２(4)のとおり，原告の退職年金規約１２条は「加入者が懲戒処

分により解雇された場合には，退職年金および退職一時金の給付は行わない。

ただし情状によって一部を支給することがある。なお使用人兼務役員につい

ても，これに準ずる。」と定めている。したがって，労働者が自己都合退職

後に在職中の懲戒解雇事由が存在したことが判明した場合，退職前に当該懲

戒解雇事由が判明していれば，その事由を考慮して退職金が減額され，又は

不支給とされたはずであるから，これと比較して過払いとなっている退職金

額については，これが不当利得となる場合があると解される。しかしながら，

懲戒解雇事由が存在する場合であっても，当該懲戒に係る労働者の行為の性

質及び態様その他の事情に照らし，当該懲戒が合理的な理由を欠き，社会通
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念上相当と認められない場合は，懲戒権の濫用として，当該懲戒は無効にな

るものと解される（労働契約法１５条参照）から，懲戒解雇事由が退職後に

判明した場合において，当該事由が在職中に判明したとしてもこれを理由と

する懲戒解雇が懲戒権の濫用として許されないような場合には，受領した退

職金が不当利得となることはないものと解される。 

 そこで，上記の観点から，被告Ｙ３及び被告Ｙ４が受領した退職一時金が

不当利得となるか否かについて検討する。 

(2) 上記２のとおり，被告Ｙ３は，原告に在職中であるにもかかわらず，原告

の取引先（本件取引先１２，２８）を被告セキショウに取得させたものであ

り，原告の就業規則（甲１８）６４条１項(4)号（故意又は重大過失により事

故を発生し会社に損害又は不利益を与えたとき）所定の懲戒解雇事由が存在

するものと認められる。 

 しかしながら，被告Ｙ３の上記２(3)オ，キの行為は，いずれも被告Ｙ３が

原告に対する退職届を提出後，有給休暇を取得中に行われたもので（乙１３

５の１，２），前記３のとおり，これにより原告に与えた損害も大きなもの

ではなかったのであるから，被告Ｙ３に対し上記事由を理由として懲戒解雇

処分をすることは，社会通念上相当とは認められず，懲戒権の濫用として許

されないものというべきである。 

 したがって，被告Ｙ３について，退職年金規約１２条所定の退職金不支給

事由が存在するとは認められないから，被告Ｙ３が受領した退職一時金が原

告に対する不当利得になるということはできず，被告Ｙ３は，これを原告に

返還する義務を負わない。 

(3) 被告Ｙ４についても，上記２(3)エ，カのとおり，原告に在職中に原告から

本件取引先５，２２を失わせたものであり，就業規則（甲１８）６４条１項(4)

号所定の懲戒解雇事由が存在するものと認められる。 

 しかしながら，これらが行われた時期は，被告Ｙ４が原告を退職する直前
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であったこと，これによる原告の損害も前記３のとおり大きなものではなか

ったことなどの事情も併せ考慮すれば，被告Ｙ４に対し上記事由を理由とし

て懲戒解雇処分をすることは，社会通念上相当とは認められず，懲戒権の濫

用として許されないものというべきである。 

 したがって，被告Ｙ４についても，退職年金規約１２条所定の退職金不支

給事由が存在するとは認められないから，被告Ｙ４が受領した退職一時金が

原告に対する不当利得になるということはできず，被告Ｙ４は，これを原告

に返還する義務を負わない。 

５ 結論 

 以上検討したところによれば，原告の請求は，予備的請求である不法行為に

よる損害賠償として，被告Ｙ１に対し２６８万０３４６円（ただし，３７万６

３４６円の限度で被告Ｙ３と，４３万９２８０円の限度で被告Ｙ４と各連帯し

て）の支払を，被告Ｙ３に対し４２万１８２４円（ただし，３７万６３４６円

の限度で被告Ｙ１と連帯して）の支払を，被告Ｙ４に対し７５万２０２２円（た

だし，４３万９２８０円の限度で被告Ｙ１と連帯して）の支払を求める限度で

理由があるから，この限度で認容するが，その余はいずれも理由がないから，

これを棄却することとし，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第４０部 
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 別 紙 

取 引 先 目 録 

 

１  株式会社アイ・イーグループ 

２  株式会社プレスト・プリント 

３  東日本建設業保証株式会社 

４  有限会社オフィス・スズキ 

５  株式会社ジェーアイピー 

６  ライフサポートクリニックことＡ 

７  ソフトバンクＢＢ株式会社 

８  サンワフォーム印刷株式会社 

９  株式会社インパック 

１０  株式会社新和プランニング 

１１  祥美印刷株式会社 

１２  ラウンドプリント社ことＢ 

１３  株式会社ミック 

１４  株式会社マインドデザインコネクション（旧商号 株式会社エ

ム・ディ・シー） 

１５  株式会社千代田巧芸社 

１６  株式会社田企画 

１７  明治安田損害保険株式会社（合併前の商号 安田ライフ損害保

険株式会社） 

１８  株式会社エイチ・アイ・エス 

１９  有限会社ワイズワークス 

２０  株式会社賢工製版 

２１  株式会社ドリームキッズ 
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２２  株式会社アイピージャパン 

２３  株式会社エーゼット 

２４  株式会社印刷彩館 

２５  株式会社小西印刷所 

２６  株式会社フォーサイト 

２７  ソフトバンクフレームワークス株式会社 

２８  株式会社ディスコ 

２９  有限会社アン・ジュール 

３０  がらすらんど株式会社 

３１  有限会社ウィローフィールド 

３２  株式会社渋谷リサーチ 

３３  株式会社井田企画 

３４  有限会社アド・日刊 
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 別 紙 

文 書 等 目 録 

 

１ 営業マニュアル 

(1) 支店長用のうち 

ア 平成１０年８月２７日制定のもの（甲２４） 

イ 平成１８年９月１３日制定のもの（甲１） 

(2) 支店長以外の従業員用のうち 

ア 営業員が守るべき機密事項（甲３０） 

イ 営業文書管理規定    （甲３１） 

２(1) 別注原価単価計算要領（支店長用）（甲２５） 

(2) 別注原価／加工単価表（一般用）  （甲２） 

３ 別製原価計算書（甲３） 

４ 別注原価明細集計表（甲４） 

５ 売掛金回収管理表（甲５） 

６ 班別月間大口売上実績一覧表（甲６） 

７ 得意先元帳（甲７） 

８ 支店売上検証（甲８） 

９ 支店／粗利率（％）昇順（甲９） 

１０ 版下（製版用）フィルム（甲１０） 

１１ 指図票（甲１１の１～６） 

１２ 月間報告・計画書（甲１２） 

１３ 支店日誌入力表（甲１３） 


